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1． はじめに

技術の進歩は，状況を認知・解析し，今何をなすべきかを

決め，更にそれを実行に移すことができる機械（自動化シス

テム）を出現させた．このような高い知能と自律性を持つ機

械が，ヒューマンマシンシステムの安全性，効率性，快適性

に貢献してきたことは論を待たない．しかし同時に，これら

の自動化システムと人との間には，当初予期しなかったよう

な不整合が発生していることも事実である．早くから高度自

動化を指向してきた航空分野では，（1）多機能インタフェー

スによるエラーの誘発，（2）人と機械の意図の対立，（3）自動

化システムへの不信と過信の交錯，（4）自動化システムによ

る「異常の隠ぺい」，（5）高機能システムの「分かりにくさ」な

どが知られている（1）．

 また，航空機では「事故原因の70～80%はヒューマンエ

ラー」（2）といわれるが，事故の背景には，人の特性を十二分

に考慮しなかったデザインに問題があったのではないかと思

われるケースも少なくない．

徹底的な教育・訓練を受ける航空機のパイロットでさえ上

述の問題（1）～（5）から完全には逃れることができないとい

う事実は，自動化のあり方について検討しなければならない

課題が多いことを示している． 

 本稿では，人と機械が「自然」な形で協調（共生）できるシ

ステムを実現する上で検討していかなければならない問題や

課題について，具体的な事例を取り上げながら考察する．

2． 航空機における自動化

2.1　進展の歴史

1900年代初頭に登場したころの航空機は，熟練したパイ

ロットにしてようやく操縦することができるものであった．

飛行の安定性を確保することは難しく，パイロットに大きな

負担がかかっていただけでなく，わずかな操作ミスでも事故

に至る代物であったといわれている．

そのような中で，飛行中の機体姿勢を安定化させるために

ジャイロ装置を使用することが考えられるようになった．こ

れが，オートパイロットの始まりである．1933年には18時

間49分（距離にして24,957km）に及ぶ無着陸飛行が実現され

たが，それはオートパイロットの存在を抜きにして語ること

はできない（3）．

第2次世界大戦中のジャイロ技術の進歩は，パイロットに

方位及び姿勢に関する正確な情報を提供することを可能にし

た．これは，パイロットにとって，疲労と手動操縦の負担を

大きく軽減するものであったといわれている．ただし，この

ころのオートパイロットが果たしていた機能は，飛行姿勢に

「ずれ」が生じたとき，補助翼，昇降舵，方向舵などを自動的

に操作して元の姿勢に戻すという空間軸に対する機体姿勢維

持，すなわちインナーループコントロールにとどまっていた．

しかし，第2次世界大戦後に大きな転機が訪れる．それを

もたらしたものは電子技術の進展である．1950年代には，地

上の無線標識施設からの信号を取り込んで精密な操縦を行え

るようになり，空港との位置関係を把握しながらの飛行や，

一定の角度を維持しながらの滑走路へ向けての進入降下が可

能になった（4），（5）．アウターループコントロールの実現である．

一方，航空機の機能向上とともに，インナーループコント

ロールにも高い精度が要求されるようになる．一例を挙げよ

う．航空機は速度が増すと揚力が増加する．そのため，水平

飛行を保つには操縦輪を前に押さなければならない．しかし，
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速度が臨界マッハ数を超えると，機首下げモーメントが発生

するため，今度は逆に操縦輪を引かなければならない．ある

ところを境にして操作が全く逆になることは，パイロットに

とって大いなる脅威であった．その不安と負担を軽減したの

が，ピッチトリムコンペンセータ（あるいは，マックトリマー）

である．この装置は，パイロットの指示を待たずに自動的に

昇降舵の操舵力を補正し，人工的に機体の安定性を正にする

ものである．

1960年代になると，半導体技術の進歩のもとで，オートパ

イロットをはじめとする自動化システムの機能が向上した．

例えば，オートパイロットは経路制御だけでなく，指定速度

に応じて推力を自動的に調整するオートスロットルを利用し

た制御が実現できるようになった．また，オートパイロット，

オートスロットルと計器着陸システム（着陸進入中の航空機

に対して指向性電波を発射し，滑走路への進入を指示する地

上装置）が連携すれば，進入，フレア（接地前の機首上げ），

接地も自動的に行えるようになった．ここまでに見てきたも

のは，「制御」の側面からの自動化技術の進展である．

1980年代後半に登場したグラスコクピット機と称される

航空機では，主要計器情報がディスプレイに統合表示される

ヒューマンインタフェース技術の採用に特徴があるが，自動

化についても一層の進展が見られ，「飛行管理・性能管理」に

関する多彩な機能が実現されている．すなわち，機上の自動

化システム（コンピュータ）は，飛行ルート，飛行性能，エン

ジン性能に関するデータベースを持ち，機体重量，外気温度，

気圧，風などの情報をもとに，離陸速度，上昇速度，巡航速度，

高度，降下開始地点などを計算し，オートパイロットやオー

トスロットルを介して航空機を制御することができる．自律

的な情報収集・解析，意思決定，制御実行能力を備えた自動

化システムは，もはやパイロットの助手というより，パイロッ

トと同格の存在であるといってよい．

緊急時のパイロット支援機能にも様々なものがある．降下

率が大きすぎたり，着陸しようとしているわけでもないのに

航空機が地表に接近したりしている場合に警報を提示する対

地接近警報装置（Ground Proximity Warning System; GPWS）（図

1）や，自機と衝突の危険がある航空機の接近を検知したと

き，パイロットに相手機の位置や自機との高度差を表示し，

衝突を避けるための回避操作を提示する航空機衝突防止装置

（Traffi c alert and Collision Avoidance System ; TCAS）（図2）は，

音声や視覚情報でパイロットに操縦の助言を与える緊急時支

援機能の典型である（6）．

2.2　自動化の進展の背景にあったもの

これほどの自動化が進められてきた背景には何があったの

だろうか．

前節の説明で述べたように，機能の自動化を可能にする基

盤技術の存在あるいは開発が大きな役割を演じていることは

明らかであろう．

人間を支援するという観点からは，操縦に係る困難さやパ

イロットのワークロードを軽減したいというものであろう（5）．

当初の航空機の操縦の難しさは既に述べたとおりであるが，

その後も，輸送に関するニーズの高まりの中で大型化，高速

化が進む航空機を長時間・長距離にわたって操縦することは

容易なものではなかった．自動化技術の導入により，できる

だけパイロットの負担を軽減し，同時に，パイロットの錬度

のみで操縦の困難さを克服しなければならないといった状況

を打開しようとする動きは自然なものであった．

これは，ヒューマンエラーによる事故を軽減するためにも

重要である．ワークロードが高すぎたり，操縦・操作が本質

的に難しかったりするものであれば，ヒューマンエラーが入

り込む余地がある．そのようなことを回避する一つの方法は，

人が担当している機能あるいはタスクを自動化することであ

る．ただし，自動化がワークロード軽減あるいはヒューマン

エラー低減につながったかといえば，異論がないわけではな

い，このことについては後述する．

なお，「人の機能を機械で代替する」ことは，かつて，「い

つエラーを犯すかもしれない人間はシステムから排除した方

がよい」との考え方から実行されようとしたことがある．そ

れは，技術の進歩とともに機械の信頼性が向上したことにも

起因している．ただ，信頼性に欠ける人間をシステムから排

除する意味での自動化の試みは失敗に終わった．システム設

計においては，設計者の予想を超える状況が発生し得ること

を念頭に置いておかなければならない．では，もしそのよう

な事態が発生したときにはだれが対処できるのだろう．実は，

その場でシステムの操作・操縦にあたっている人間にその役

割を期待せざるを得ない．すなわち，人間はシステムにとっ
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図1　対地接近警報装置
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図2　航空機衝突防止装置
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て欠くことのできない存在となる．これを「自動化の皮肉」（7）

という．

自動化を進展させてきた背景には，経済的な要因もある．

例えば，グラスコクピット機では，飛行ルート，飛行性能，

エンジン性能に関するデータ，機体重量，外気温度，気圧，

風などの情報をもとに，離陸速度，上昇速度，巡航速度，高度，

降下開始地点などを最適化することができるが，これは燃料

消費を最小限に抑えるためには不可欠である．また，グラス

コクピット機では2名のパイロットによる乗務形態を実現し

ているが，乗員編成の削減も経済的側面抜きに考えることは

できない．

3． 自動化の試みは成功しているか?

3.1　光の側面

人を支援して快適性や安全性を向上させると同時に，経済

的にも効率化を目指してきた自動化であったが，その試みは

基本的には成功しているといってよい．

航空機のエンジンは，少しでもタイミングを計り損ねると

始動に失敗していた時代があったが，今ではボタン一つで各

エンジンを始動させることができる．離陸の際に前縁フラッ

プやスラットなどの操縦翼面が正しい位置にセットされてい

なければ警報（テイクオフ・ウォーニング）で知らせてくれ

る．飛行中の機体を安定させる操作のうち，人が苦手であっ

たり人に大きな負担をかけたりするものはオートパイロット

などのシステムが対応してくれる．自動化がもたらした恩恵

は，列挙の暇がないほどである．

人にできないことをやってのける「自動化システムの傑作」（4）

は，自動着陸システムである．パイロットの操縦であれば代

替空港へ向かわざるを得ないような気象条件（例えば，高度

100フィートまで降りてきても滑走路や灯火が見えない，あ

るいは滑走路視程が1,200フィートを下回る状況）であって

も，このシステムであれば機体を安全に着陸させることがで

きる．予定した目的地に到着できることは，乗客にとってな

によりのことであるが，運航計画を変更しなくてもよいこと

は，エアラインにとってもありがたいことである．

安全性を事故の観点で調べてみよう．「10万km当り」のよ

うに，基準走行距離の中での事故発生件数によって事故発生

率を定義する自動車とは異なり，航空機では，「100万回離陸

当り」（同じことだが，100万便当り）での事故発生件数によっ

て「事故発生率」を定義する．これは，航空機の事故発生は時

間的に一様ではないこと，すなわち，最も高速で飛行してい

る巡航時の事故は全事故の1割程度であり，事故の約半数が

離陸時あるいは着陸時に起こっていることを反映している．

さて，ボーイング社や IATAによる事故統計（2），（8）によれば，

1950年末には100万便当り40便以上が全損事故を起こしてい

たが，60年代から70年代にかけて急速に減少した．西側で製

造された最大離陸重量15t以上の民間航空ジェット機の2000

年代以降の全損事故発生率は， 100万便当り1便未満である

（例えば，2006年の全損事故発生率は0.65）（8）．

しかし，この数字を見ても手放しで喜んでいるわけにはい

かない．後に述べるように，高度な自動化と知能化が進んだ

グラスコクピット機では，かつての素朴な航空機では考えら

れなかったような事故が起こることがあるからである．

3.2　影の側面

2.1に述べた自動化の進展によって出現したのは，「人が

何をなすべきかを決め，それをコンピュータに指示し，その

指示に沿ってコンピュータが適切な制御を実行しているかど

うかを人が監視する」というシステム制御形態である．この

形態は監視制御（human supervisory control）と呼ばれ（9），交通

移動体や原子力プラントなど，現在の社会の様々な領域で見

ることができる． 

監視制御の形態は，制御に係る人の肉体的なワークロード

を軽減するものの，心的なワークロードまで軽減できるとは

限らない点に注意する必要がある．

航空機の場合であれば，パイロットは，オートパイロット

などの自動化システム（コンピュータ）が自分の指示どおり

に制御を行っているか，機体や自動化システムのどこかに異

常が発生していないかなど，長距離・長時間のフライトの間

じゅう，気を配り続けなければならない．数十年前の航空機

ならいざしらず，高い信頼性を誇る現在の機体では異常が発

生するのはまれである． 

一方，ひとたび異常が発生すると，迅速かつ的確な対応が

求められ，緊張度もワークロードも急変する．また，異常で

もないものを「異常だ」と判断して不適切な対応をとっても，

それがもたらす経済的・時間的損失は小さいとは限らない．

更に，2.2で述べた「自動化の皮肉」と呼ばれる現象も，監

視制御を難しいものにしている．なぜシステムを完全自動化

あるいは無人化せず，人をシステム内に残したか．それは，

システム設計者の予想を超えた状況が発生したとき，システ

ムのオペレータが「システム設計の不備を補う」（10）必要があ

るためであった．既に述べたように，システムは自ら収集し

た情報に基づいて状況を判断し，「必要だ」と考える操作があ

れば，その操作を自律的に実行できる能力を備えている．そ

の推論に必要な複雑な知能や仕組みを考案・実現したのはシ

ステム設計者（人）である．システムオペレータは，ものの見

方・考え方や経験が異なっていて不思議ではない他人（シス

テム設計者）と同じようにものを見，考えることが要求され

ることになる．しかし，どれほど教育を受け，訓練を積んだ

としても，他人の思考を完全に模擬・再現できるようになる

ことはない．

物理学，情報工学，応用数学の分野で顕著な業績を残され

た高橋秀俊東大名誉教授は，かつて「人間の特性8箇条」を示

されたことがある（表1）．それに照らし合わせてみれば，ほ

とんど起こることもない「異常」を探し求めて計器類を監視し

続け，異常があれば，複雑なシステムの因果関係を的確に把

握した上で，システム設計者と同じ思考形態で自動化システ
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ムの行動・意図を予測し，システムの制御に介入したり，状

況に即した新たな指示を自動化システムに与えたりするなど

の迅速な対応が求められる監視制御は，システムを操作・操

縦する人にとって厳しい制御形態といえなくもない．

4． どのような状況で事故が発生するのか

自動化の進んだ航空機がどのようにして事故に至ったかを

調べてみると，人と高度な技術との間に様々な不整合がある

ことに気付く．それらの不整合は何通りかにタイプ分けする

ことができるが（1），ここでは「状況認識の失敗」の観点から考

察してみることにしよう．

4.1　状況認識

状況認識（situation awareness）（11）は日常用語としても使用

されていることばであるが，表2に示す三つのレベルを識別

しておくと，議論の精密化を図ることができる． 

何か変だということに気付くことができると，「レベル1の

状況認識が獲得できた」という言い方をする．その奇妙な現

象（あるいは異常）をもたらしている原因が何であるかを特定

することができれば，レベル2の状況認識が獲得できたこと

になる．そして，今，ある行動を取ればどのような結果がも

たらされるか，その行動を取らなければ，これからどのよう

な事態に移っていくかが予測できれば，レベル3の状況認識

が獲得できたといい，状況認識は完璧なものとなる．

さて，「レベル3の状況認識まで達成するのは難しい場面も

あるかもしれないが， 何か変なことが起こったら，それに気

付く（レベル1の状況認識）ことくらいは簡単だろう」と考え

たいところであるが，現実はそうではない．機体が異常な状

態にあっても，人はそれに気づかないことがある．例えば，

1986～1992 年までに発生した航空インシデントにおける状

況認識の失敗 169例を調べた研究（12）によれば，169例の約

80%は，「異常があるにもかかわらず，全く気が付かない」レ

ベル1の状況認識の失敗であった．この圧倒的な割合には驚

かざるを得ない．ちなみに，「異常が発生していることには

気付いたものの，何が異常の原因であるかが分からない」と

いうレベル2の状況認識の失敗は約17 %，「異常の原因は分

かったが，まだ対応しなくても大丈夫だろう」といった予測

の誤り（レベル3の状況認識の失敗）は約3 %にすぎなかった

と報告されている（12）．

4.2　レベル1の状況認識の失敗

異常があることに対する「気付き」が失われる様子を三つの

具体例に沿って考えてみよう．

4．2．1　モードコンフュージョン

モードコンフュージョン（mode confusion）は，レベル1の

状況認識喪失ケースの典型であり，グラスコクピット機が時

折直面する問題の一つである．「モード」は，コンパクトな

空間の中に多くの機能を実現しようとしたときに用いられる

が，人は自動化システムに対して，「モードAのもとでの指示」

を与えたつもりでいても，モード選択を誤っていることに気

付かないと，自動化システムは「モードBのもとでの指示」で

あると解釈し，指示内容を実行することがある．例1は，モー

ド選択の誤り以外には，どこにも問題のなかった航空機が山

に激突し，乗員乗客96名中87名が死亡した事故事例である．

例1　1992年1月，ストラスブールに向かっていたエア

バスA320が，空港の手前10.5マイルに位置する山に激

突した．パイロットは「降下角3.3度」を自動化システム

に指示したつもりでいたが，実は「降下率3,300フィート

／分」を指示したことになったのではないかと考えられ

ている（13）．

ちなみに，例 1のように，本来なら健全に飛行を続ける

ことができる航空機が地表面や水面に衝突する事故をCFIT

（Controlled Flight Into Terrain）と称する．墜落すべきでない航

空機の墜落ほど悲劇的なものはない．1997年から2006年まで

にCFITで1655名が死亡しているが，これは機体制御不能に

よる墜落事故での死者数1643名をしのぐ数字である．

4．2．2　寡黙で力自慢な自動化システム

自動化システムは，時に「寡黙で，力持ち（silent and 

strong）」と言い表されることがある．これは，自動化システ

ムが制御対象に生じた異常を覆い隠すほど強いフィードバッ

ク制御をかけることができるものの，その制御がどれほど骨

の折れるものであっても，その苦労や困難さを人に伝えよう

としないため，人がよほど注意深く監視していない限り，制

御対象に発生した微小な異常に気付くことは難しいことをい

う．これもレベル1の状況認識の失敗であり，例2はその典

型である．

るあでれぐま気は間人　条１第

るあでは間人　条２第

るあで意注不は間人　条３第

いなが気根は間人　条４第

う嫌を調単は間人　条５第

るあでまろのは間人　条６第

い弱が力考思的理論は間人　条７第

いならかかるすを何は間人　条８第

条箇８性特の間人　　１表

怠け者

分

表1　人間の特性8箇条

く付気にとこるいてっこ起がか何　：１ルベレ

るきで定特を因原のそ　：２ルベレ

るきで測予が移推の態事のらかれこ　：３ルベレ

ルベレのつ３の識認況状　　２表

表2　状況認識の三つのレベル（11）
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例2　1985年2月，自動操縦によってサンフランシスコ

沖を巡航中のボーイング747で，右主翼外側のエンジン

が不調になった．エンジンの再始動には，いったん自動

操縦を解除して高度を下げる必要があった．しかし機長

はオートパイロットに操縦を任せたまま，エンジンの再

始動を試みていた．そのうち，速度が低下してきたため，

オートパイロットのモードを変更して速度の増大を図ろ

うとするが，速度の低下は止まらない．手動操縦に切り

替えようとオートパイロットを解除したとたん，機体は

大きく傾き，ついには裏返った状態で落下していった．

左右の推力不均衡による右方向への機首偏位を解消する

ため，オートパイロットが左主翼を下げる力を加えてい

たことでかろうじて水平飛行が保たれていたが，オート

パイロット解除によってその力が一度に失われたためで

ある（14）．

4．2．3　自動化システムへの過信

対地接近警報装置（GPWS）は，パイロットの状況認識を支

援するための自動化システムであるが，その能力をパイロッ

トが過信すると，迫り来る危険に気が付かないまま山に激突

することが起こる．ここでいう過信とは，能力の過大評価に

基づく「過度の信頼」である．

例3　10年ほど前までのGPWSは，地表面からの高度の

急激な減少を検知すると「降下率が過大である」と判断し

て「Pull Up（操縦輪を引け）」などの音声警報を発するも

のであった．このタイプのGPWSは，高度が変化する様

子に基づいて警報を生成する仕組み上，機体針路前方に

突如として切り立った山や崖が現れるような地形にはほ

とんど無力である．しかし，パイロットが，「危険な地

形があればGPWSが教えてくれるはず」との期待を抱き，

十分な警戒心を持たないまま飛行を続けていると，CFIT

に至ることがある．

ちなみに，人が自動化システムに対して「信頼（trust）」を抱

くためには，表3に示す四つの次元のすべてが満足される必

要があると考えられている（15）．すなわち，四つの要件のうち

に満足されないものがあれば，そのシステムへの信頼は磐石

なものとはいえない．

表 3の要件が客観的には満足されているにもかかわら

ず，「満足されていない」と誤った判断をする場合を「不信」

（distrust）と称する．一方，客観的には満足されていないはず

の要件に対して「満足されているはずだ」との判断を下す場

合が「過信」（over-trust）である．いずれも，「不適切な信頼」

（mistrust）の例である．

なお，「依存」（reliance）という用語は，時に「システムに

依存するようなことがあってはならない」というように否定

的な意味合いで用いられることがあるが，この用法は必ずし

も正しくない．「信頼に値するものに対する依存」は当然の行

為あるいは判断であり，ワークロード軽減の観点からも正当

なものである．あってはならないものは，「信頼に値しない

ものに対する依存」，あるいは「適正レベルを超えた過度の依

存」である．まさに例3は，針路前方の急峻な地形の検出能力

を持っていない古典的なGPWSの能力を過大評価した結果，

「危険な地形が出現すれば，警報を発して知らせてくれるは

ず」として，十分な能力を持たない警報システムに危険検知

をゆだねてしまった点で，過度の依存が見られる．

4.3　レベル2の状況認識の失敗

異常（あるいは眼の前で起こっている現象）がどのような原

因によるものかを特定できないという「原因特定の失敗」につ

いて，自動化システムが関連した具体例を見てみよう． 

4．3．1　自動化システムの分かりにくさ

自動化システムには，自律的に判断・行動できるものがあ

るが，判断が高度であればあるほど，その行動はユーザであ

るオペレータには分かりにくいものとなる． 

例えば，人が自動化システムに「タスク1」の実行を指示し

たとしよう．自動化システムは，「タスク1をするなら，タス

ク2も同時にした方がよかろう」と気を利かせることができ

るが，そのようなことを予想もしていない人は，いったい何

が起こっているのか，状況が把握できないことにもなりかね

ない．人が自動化システムの行動に驚かされる現象は，オー

トメーションサプライズ（automation surprise）と呼ばれる（16）．

次の例はその一つである．

例4　1994年6月，エアバスA330がトゥールーズにおい

て離陸直後のエンジン故障を模擬したテスト飛行を行っ

ている中，離陸6秒後（毎分6,000フィートで上昇中）に

オートパイロットがエンゲージされた．あらかじめオー

トパイロットには高度2,000フィートでのレベルオフ（水

平飛行への移行）がセットされていたため，オートパイ

ロットは，「滑らかなレベルオフのためには，高度950

フィートで操作を開始する必要がある」と計算し，離陸

8秒後にレベルオフを開始するモードに入った．しかし，

乗員はこのことに気付かないまま，エンジン故障を模

擬すべく，一つのエンジンを停止させた．これによって

推力が減少し，上昇率は毎分2,000フィートに低下した．

しかし，オートパイロットは当初の予定を達成しようと

元次のつ４の頼信　３表

るいてし致合に序秩の会社や則法の界然自　：礎基

るきで待期が能性や動行いしま望つか的定安に常　：力能

がル－ル，ムズリゴルア，法方のめたるす現実を動行　：法方

るきで解理

るきで得納が　機動・図意るあに後背の記上　：的目

表3　信頼の四つの次元（15）
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機首を上げた．ピッチを増しながらの上昇で速度は下が

り続ける中，パイロットは，「いったい何が起こってい

るのだ !」と叫んでいる．ピッチ角が31度を超えたとき，

パイロットは手動操縦に切り替えたが，もはや姿勢回復

はできず，失速し，墜落した（17）．

4．3．2　自動化システムへの不信

たとえ「奇妙な現象」が起こっても，それに対して「合理的」

な説明を付けることができれば，それで納得する．それは人

間が共通に持つ性質の一つであり，プロフェッショナルの世

界でも起こり得る．仮に，自動化システムに対する不信感が

あると，正しい警報が出ていても，自分の都合に合わせて解

釈してしまうことが起こる．実際，CFITの中には，GPWSが

警報を発しているにもかかわらず，「このようなところで警

報が鳴るはずがない」といいつつ，何の回避操作もとらない

まま墜落した例がある．

4.4　レベル3の状況認識の失敗

眼前で起こっている異常に気付き，その原因がどこにある

かも分かったとしても，これから自分が取ろうとする行動が

どのような事態をもたらす可能性があるのかまで的確に予測

できるとは限らない．自動化システムが関連するものとして

は，次のような事例がある．

例5　1994年4月，名古屋でエアバス A300-600R が墜落

した．滑走路へ向けて降下を続けているうち，パイロッ

トがゴーレバーを指に引っ掛けてしまったため，オート

パイロットは着陸復行を開始した．パイロットは，オー

トパイロットが着陸復行モードになっており，それが自

分の意図に合わないものであることを知りつつも，その

モードを解除せず，ただ，機体を着陸させようと操縦輪

を抑えつけるだけであった．すなわち，着陸復行モード

を解除しないことが何をもたらすのかを十分に理解・予

測することができなかった．「降下させよう」とするパイ

ロットの昇降舵への制御入力と，「上昇させよう」とする

オートパイロットの水平安定板への制御入力を同時に受

ける形になった機体は，やがて失速し，墜落した（18）．

5．問題解決への手がかり

積極的に自動化を進めてきた航空分野ではあったが，不適

切な自動化は乗員のモチベーションや技量を損ない，ひいて

は安全性も低下させる要因ともなり得ることは，早く指摘さ

れていた．実際，1980年代半ばごろには，既にコクピットの

自動化のあり方に関する研究が現れている．そのような数多

くの研究による「結論」の一つが，表4に示す「人間中心の自

動化」である（5），（19），（20）．

ここで示された「人間中心の自動化」の根幹をなすものが，

「人に指揮権を与える」との考え方である．「最終決定権は人

に与える」と表現されることもあるが，これは，「人は，航空

システムの安全のため，最終の責任を負う」ことからの帰結

であるといえる．

飛行中の航空機にトラブルが発生したとしよう．地上から

の支援・助言も得られるであろうが，異常を抱えた機体を無

事に着陸させるまで，あらゆる手段を講じて戦い続けなけれ

ばならないのはパイロットである．それまでにだれも経験し

たことがないような異常であれば，対応する緊急時の操作手

順が定まっているはずはなく，パイロットは，自らの知識と

技量を総動員して事態に対処しなければならない．そのよう

なときに，パイロットの判断・行動が機械によって妨げられ

ることがあってはならないという考え方が，最終決定権を人

に与えることの背景にある．

 表4に記された「人は自動化システムをモニタできるよう

になっていなければならない」，「自動化システムは予測可能

でなければならない」といった要件からも，4．に述べたよ

うな自動化システムにかかわる問題を解消したいとの企図が

読み取れるであろう．

6． 自動車の分野では

人と自動化技術のかかわりが重要な問題となるのは，航空

機に限ったことではない．自動車分野でも，国土交通省の先

進安全自動車（Advanced Safety Vehicle;ASV）推進計画（21）等を

通じて，様々な先端技術（22）の導入が進展しているが，安全と

快適を確保するために，人の特性を踏まえた上で，どこまで

自動化を進めるかが重要なポイントとなっている．

 自動車に搭載されている自動化システムの例として，アダ

プティブクルーズコントロール（ACC）やレーンキーピングア

シスト（LKA）を考えてみよう．

ACCは，ドライバーによって希望車速が設定されると，そ

の車速を維持するような制御を行う高速道路走行用のシステ

ムである．設定車速よりも遅い速度で走っている先行車を検

出したとき，ACCはドライバーが希望する車間距離を保ちな

がらの追従制御を行えるよう，速度を自動的に調整する機能

を持っている．

LKAは，カメラで車線を示す白線を感知し，ドライバーが

．う負を任責の終最，めたの全安のムテスシ空航，は人

，えゆれそ

• ．いならなばれけなが権揮指に人

• ．いならなばれけなきで与関に的接直は人，にめたう行に的果効を揮指

• ．いならなばねれさ供提が報情に人，はにるす与関接直が人

• ．る限に合場るあが由理な切適，はのいよてし化動自を能機

• ．いならなばれけないてっなにうよるきでタニモをムテスシ化動自は人

• ．いならなばれけなで能可測予はムテスシ化動自，えゆれそ

• ばれけないてっなにうよるきでタニモを）人（ターレペオはムテスシ化動自

．いならな

• いてっ持を識知るす関に図意の素要の他，は素要各るす成構をムテスシ

．いならなばれけな

• なばれけないてれさンイザデにうよるえ使に単簡，べ学に単簡，は化動自

．いなら

」化動自の心中間人「るけおに空航　　４表表4　航空における「人間中心の自動化」（5）
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レーンの中央を走行しやすいように（具体的には，現在の地

点から30メートルほど先でレーン中央を走っているように）

ステアリング制御を行う機能を持っている．

ACCやLKAは，運転にかかわるドライバーのワークロー

ドを軽減しようとするものであり，人にできないことができ

るといったたぐいのシステムではない．

人にはできないことを見事にやってのける自動化システム

の代表は，横滑り防止装置（Electronic Stability Control；ESC）

であろう．これは，急なステアリング操作を行ったとき，あ

るいは滑りやすい路面を走行しているときにセンサが車の横

滑りを検知すると，四つの車輪の各々に対するブレーキ力を

適切に制御したりエンジン出力を制御したりして，車のスピ

ンやレーンからの逸脱を防止する機能を持っている．車輪ご

とに異なる制動力を加えることなど，ブレーキペダルを一つ

しか与えられていないドライバーにはできることではない．

このようなESCが安全に貢献していることは直感的にも想

像ができることであろうが，定量的には次のようなデータが

ある．すなわち，ESCの搭載により，単独事故は35%，正面

衝突事故は30%低減できているとのことである．また，ESC

は，一般道において32%，高速道路では53%の事故を削減し

ているとの報告（23）もある．

 人にできない能力を持つという意味では，夜間走行時に肉

眼では検出しにくい（あるいはできない）ところにいる歩行者

を，人が発する熱を検知したり，近赤外光を照射したりする

ことで見つけ出すシステムもある． 

7． 「人間中心の自動化」の枠組みでの支援

 航空機や自動車などの交通移動体に限らず，工学的なシス

テムの操縦・運転は，認知，判断，操作の繰り返しである．

その中で最も基本となるのが認知である．すなわち，認知が

正しくないときに，正しい判断や操作を期待することはでき

ない．しかし，人の認知はいつも正しいとは限らない．例え

ば自動車運転の場合に認知の対象となるものは，道路形状，

路面状態，車の混み具合，他車両，歩行者，ハードウェア（自

分の車），自動化システムの動作状況など多岐にわたるが，

これらすべてに同時に注意を向けることは不可能である．し

かも注意力を持続させることは，人の不得意とするところで

ある．

そのような特性を持つ人（オペレータ）に対して，「人間中

心の自動化」の視点に即して支援することを考えてみよう．

オペレータへの支援レベルは，「情報提供」，「注意喚起」，「警

報提示」，「制御介入」の4種に大別することができる（21），（24）．

7.1　情報提供

「情報提供」とは，オペレータの求めなどに応じて，状況

の理解あるいは意思決定に資する情報をコンピュータがオペ

レータに提示することをいう．例えばオペレータが車のドラ

イバーであるケースなら，目的地までの経路情報を提示する

ことなどが該当する．

7.2　注意喚起

「注意喚起」とは，コンピュータが収集した情報・データ

をもとに状況を解析し，その状況の中でオペレータが留意

しておくべきことを知らせるものである．例えば，「暗闇の

中，100m先にいる歩行者」を検出したとき，ディスプレイ上

に「枠」などを表示して歩行者の位置を示すものが典型例であ

る．ただし，ドライバーに，「減速せよ」あるいは「ステアリ

ングを切れ」といった具体的な操作を指示することはしない

のが，「注意喚起」レベルの特徴である．

7.3　警報提供

これに対し，「警報提示」レベルになると，危険回避に必要

な具体的行動がオペレータに指示される．航空機でいえば，

空中衝突あるいはニアミスの可能性があるとTCASが判断し

たときに発せられる「Climb， Climb!（上昇せよ !）」という回避

アドバイザリ（Resolution Advisory;RA）や，地表面への異常な

接近を検出したときにGPWSが発する「Pull Up!（操縦輪を引

け !）」などがここでいう警報である．自動車では，先行車へ

の急接近が検出されたときに，「ブレーキをかけよ !」という

意味で発せられる音声などが該当する．

7.4　それらの支援だけで万全か

ここまでの三つのレベルでは，最終決定権は人が持ってお

り，その意味で，「人間中心の自動化」の枠組みに完全に合致

したものといえる．例えば，TCASが「Climb， Climb!」と指示

しても，「上昇するのは危険である」とパイロットが判断すれ

ば，パイロットはTCASのRAに従わなくてもよいことになっ

ている．これは，わずかではあるものの，TCASの判断能力

に限界があることを反映している．ただし，2001年1月に発

生した焼津上空でのニアミス事故以降は，基本的にはTCAS

の指示に従うこととされている．

さて，ここで考えてみるべきことは，「最終決定権は，い

ついかなる場合でも，人に与えておくのが適切か」というこ

とである（25）．「状況の認識が的確であれば，その状況の中で

何をなすべきかはおのずと分かる」とされる．しかし，状況

が理解できても，あるいはなすべきことが分かっていても，

それをタイムリーかつ確実に実行できるとは限らない．

自動車の正面衝突と追突事故359件において，ドライバー

がどのようにして衝突を回避しようとしたかを調べた研究が
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あるが，ブレーキによる回避行動もステアリングによる回避

行動もできないまま事故に至ってしまったケースが40%近く

あったことが報告されている（26）．この例は，緊急性の高い状

況に置かれた人を救うには，更に踏み込んだ支援が必要であ

ること物語っている． 

7.5　制御介入

第4の支援レベルとしての「制御介入」は，人に要求するに

は無理がある場合に発動される機械による支援である．すな

わち，制御介入が適当であるかどうかは，機械の判断によっ

て行われる．その意味で，「制御介入」による支援は，普通の

意味での「人間中心の自動化」からは外れたものであるといえ

る．

しかし，制御介入は安全性の向上に重要な役割を果たす．6．

で述べた横滑り防止装置（ESC）（22）は典型である．更に，先

行車への衝突の危険性を警報で知らせたにもかかわらずドラ

イバーがブレーキ操作を行わないときは，自動的に制動をか

け，衝突による被害を可能な限り低減しようとする自動化シ

ステムもある．プリクラッシュセイフティシステム（PCS）（22）

と呼ばれるものである．衝突の危険性が検知されてから，回

避操作を行うまでにドライバーに与えられる時間がほんの数

秒であるというケースがあり得る自動車では，自動化システ

ムによる制御介入は，なくてはならないものである．ただし，

そのような自動化システムの機能を過信したり，過度に依存

したりすることがあっては困るという考え方もある．

「最終決定権をパイロットに与える」ことを前提とする航

空機の場合でも，実は，機械の判断による制御介入は安全性

の確保に用いられている．既に述べたマック・トリマーも

そうであるが，ボーイング777に装備された推力非対称補償

（Thrust Asymmetry Compensation；TAC）も機械の判断によっ

て制御介入を行うシステムである．双発機でありながら，ジャ

ンボと称されるボーイング747に匹敵する，あるいは時にそ

れをしのぐ大型機であるボーイング777のエンジンは巨大で

ある．そのため，離陸滑走中に片方のエンジンが故障したな

ら，推力のアンバランスによって生じるヨー・モーメントは

パイロットの手に余るほど大きいといわれる．TACは，左右

エンジンの推力の差が定格推力の約10%を超えたとき，自動

的にラダー（方向舵）を制御する機能を持っており，滑走路

逸脱を防ぐ上で重要な役割を果たしている（6）．

7.6　「人間中心の自動化」の精密化

今までの議論で明らかなように，「人間中心の自動化」は，

精緻な理論のレベルには到達していない．解釈次第では，表

4に示された「人間中心の自動化」を実現するための各要件間

に矛盾や不整合が生じることがある．また，どのような応用

分野を対象としているかによって，その分野にふさわしい「人

間中心の自動化」は異なり得ることにも注意が必要である．

例えば，自動車のための「人間中心の自動化」は，航空機のた

めの「人間中心の自動化」と同じものである必要はない．これ

らのことについては，既に別のところ（25），（26）で論じているの

で参照されたい．

8． 人と機械を調和させる

8.1　機能配分

人と機械の間での役割分担を定めることを「機能配分」と呼

ぶ．ヒューマンマシンシステム設計における重要な課題の一

つである．古典的な機能配分は，次の3通りに分類できる（28）．

（1） 考察の対象となる機能ごとに人間と機械の能力を比較

し，優れた能力を持つ方に当該機能を割り当てる方式

（comparison allocation）

（2）  自動化できる機能はすべて自動化し，それ以外のものを

人間に割り当てる方式（left-over allocation）

（3）  システム開発コストを最小化できるように人と機械に機

能を割り当てる方式（economic allocation）

いずれも「だれが，何をするのか」を決めるものであるが，

ひとたび定めた配分は未来永劫変更されることはないため，

静的機能配分と呼ばれる．

このうち，（2）または（3）では，人の特性を考慮することな

く機能配分が定められることから，人は自分に割り当てられ

た役割を快く感じなかったり，割り当てられた機能すべてを

正確に認識・記憶しておくことが困難になったりすることが

ある． 

また，（1）にも欠点がある．個々には人が優れているタス

クであっても，そのようなタスクを複数個同時に担当しなけ

ればならない状況では必ずしも人の優位性が保証できないこ

と，タスク担当が長時間に及ぶときは，様々な要因によって

作業の質や効率が低下し得ることなどである．

このことは，単に「だれが，何をするのか」を決めるのでは

なく，「だれが，何を，いつするのか」を決める動的な機能配

分の考え方が重要であることを示している．

そのような動的な機能配分の中でとりわけ重要なものは，

人のワークロードは適正であるか，パフォーマンスは適切に

維持されているか，人やシステムを取り巻く周囲の環境変

化，人の能力限界などを考慮に入れて機能配分を変化させる

もの，すなわち適応的機能配分（アダプティブオートメーショ

ン）（29），（30）である．

8.2　権限

ミクロ的に見れば，アダプティブオートメーションでは，

時に人が担当していたタスクを機械に移す，あるいはその逆

向きの受け渡しが行われる．このように，一方の主体が行っ

ていたタスクを，ある時点で他方の主体に譲り渡すことを，

そのタスクに関する権限委譲という．
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さて，人と機械が担当している各タスクについて，「当該

タスクの権限委譲を行う必要はあるか．行うとすれば，それ

はいつか」を決める権限は，いったいだれが持つのだろうか．

人でなければならないのだろうか，それともコンピュータで

あってもよいのだろうか． 

基本的には，権限委譲ロジックはプロダクションルール

の形式で表現することができる．このことは，「権限委譲の

要否の判断とその実行はコンピュータに任せる」（machine-

initiated trading of authority）といってもよいように思えるが，

実はそれほど単純な問題ではない（30）．

その理由の第1は，信頼性である．コンピュータが決して

故障しないという保証はなく，センサからのデータが常に

正確な情報であるという保証もない．それでもあえてコン

ピュータに権限を与えるならば，人はコンピュータの動作が

正しく行われるか否かを常に監視していなくてはならない．

すなわち，本来なすべきタスクに加えて，人はコンピュータ

を監視するために新たなワークロードを課されることにな

る．

第2の理由は，思想あるいは信条的なものである．「最終決

定権を人間に与えることはヒューマンマシンシステム設計に

おける大前提」と考える人たちにとっては，コンピュータに

決定権を与えることなど，到底認められるところではない． 

 一方，権限委譲をいつ行うべきかを人に決定させる

（human-initiated trading of authority）ことにも問題がないわけ

ではない．「課せられたワークロードが過大である，あるい

はタスク遂行に許される時間的余裕が十分ではない状況は，

人にとって過酷な環境である．パフォーマンスが低下するだ

けでなく，ヒューマンエラーも誘発しかねないことから，シ

ステムの安全性が損なわれる可能性もある」といった理由か

ら，権限委譲のアイデアが生まれてきたのであった．しかる

に，本来のタスクに加えて，「自らのワークロードは過大で

あるか」，「機械に自分が担当しているタスクのうちの幾つか

を渡すべきか」，「渡すとすれば，いつ，どのタスクを渡すべ

きか」の判断を人間に要求することは，その人のワークロー

ドを軽減したいという，権限委譲の趣旨に反することになる．

8.3　安全の確保

「システムの安全を確保する」という観点から，権限委譲を

機械の判断で行ってもよいかどうかを，図4に沿って考察し

てみよう（31）．

あるヒューマンマシンシステムにおいて，オペレータが直

面している「状況」を一つ想定しよう．その状況の中でのオペ

レータの行為は，次の3種類のうちのいずれかである．

（H1）その状況では，必ず実行しなければならないもの

（H2）  その状況では，行っても，行わなくても，いずれで

もよいもの

（H3）その状況では，決して行ってはいけないもの

一方，表4の「人間中心の自動化」で述べているように，「コ

ンピュータがオペレータをモニタできるようになっている」

ものとしよう．オペレータの行為に対するコンピュータの判

断は，次の2通りのうちのいずれかである．

（C1）オペレータの行為が検出された

（C2）オペレータの行為は検出されていない

図4における領域Aは，「直面している状況の中で，オペレー

タはなすべきことをしていない」とコンピュータが判断する

ケースを示している．先行車が急減速しているので，直ち

にブレーキをかけなければならないのだが，ドライバーのブ

レーキ操作がまだ検出されないといったケースである．ドラ

イバーはわき見をしていて，先行車の急減速に気付いていな

いのかもしれない．あるいは，先行車が急減速するのを見て

パニック状態になり，ブレーキ操作ができないのかもしれな

い．このようなとき，ドライバーに指示されていないからと

いう理由で，コンピュータはブレーキもかけずに，ただ傍観

していてよいのだろうか．それとも，自らの判断で緊急ブレー

キをかける（ブレーキ操作に関する権限を，人からコンピュー

タに委譲させる）ことが適当なのだろうか．

図4における領域Bは，「直面している状況の中で，決し

てやってはいけないことをオペレータがしている」とコン

ピュータが判断するケースである．隣のレーンを背後から高

機械が担当人が担当

人から機械へ

機械から人へ

時刻　１

時刻　２

時刻　３

図3　 権限委譲
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速で接近する車があるのに，ドライバーが車線変更をしよう

としていることが検出されるといったケースである．現在の

自動車技術では，ドライバーのステアリングにはかかわりな

く，車輪の向きを制御することが可能であるが，「不適切な

車線変更」が行われようとしたとき，コンピュータがそれを

阻止する（ステアリングに関する権限を，人からコンピュー

タに委譲させる）ことは許されるだろうか．

9．限りある能力の組合せ 

人にも，人を支援しようとする機械にも，おのずと能力に

は限界がある．「目」でものを見るというケースを取り上げて，

人と支援システムの視認能力の組合せを示したものが図5で

ある（24）．人にも見えず，支援システムにも見えない領域4は

対象外として，その他の三つの領域について考察してみよう．

支援システムとそのユーザ（人）の能力が一致している領域

1は理想的と思われるかもしれない．しかし，たとえ「同じも

の」を見ても，「支援システムがどう考えるか（あるいは，支

援システムの設計者が，そのシステムにどのように考えさせ

ようと考えたか）」は，「ユーザがどう考えるか」と一致すると

は限らない．特に，支援システムが自律的な判断・制御能力

を持つものであれば，そこに組み込まれている「ものの考え

方」が極めて複雑なものであったり，ユーザと異なっていた

りした場合は，「なぜ今，こんな制御をするのだ !」とユーザ

が叫びたくなるようなオートメーションサプライズが起こり

得る．

領域2では，「支援システムには見えていない」ことをユー

ザが知ることができるようになっていなければ，ユーザは，

「支援システムがきちんと教えてくれる（あるいは，対応して

くれる）はず」との過信に陥ることがある．しかし，期待して

いた機能が果たされないことを一度でも経験すると，それは，

支援システムに対する不信をもたらすことになり得る． 

では，領域3ではどうだろう．「人には見えないところにあ

る危険を知らせる」という能力を売り物にする支援システム

が，「危険あり !」の情報を提供してくれたとしよう．ユーザ

は，自らの目でその危険（すなわち，提供された情報の真偽）

を確認することはできない．「本当か ?」との不安を抱くこと

もあるであろうし，「以前も同じような状況で誤報があった

が・・・」などといった不信が頭をよぎることもあるかもし

れない．

10．あとがき 

人を支援することを使命とする機械が高度な知能と自律性

を獲得してきた過程を振り返りつつ，自動化技術の光の側面

と影の側面についての考察を進めてきた．また，人と機械が

「対立の構造」に陥るのではなく，互いに能力の限界を補い

合いながら，長所を伸ばし合えるようなヒューマンマシンシ

ステムを実現していくために，今，何が課題となっているか

を明らかにしようとしたが，あえて結論めいたものは示さな

かった．

それらの問題はいずれも深い検討を必要とするものであ

り，限られた紙面の中で議論し尽くすことは到底できること

ではない．読者諸賢とともに，更なる考察を深めていくこと

ができるきっかけとなれば幸いである．

なお，最近，2001年1月の焼津上空でのニアミス事故につ

いて，管制官の過失責任を認定する判決が示された．ヒュー

マンファクタの視点からは，人に対して異様に厳しい判決で

はないかとも思われるものである．

過失とは，法律が要求している注意に反するという意味で

の不注意（注意義務違反）であり，行為者の「結果予見義務」

と「結果回避義務」とから成る．「意識を集中しておれば結果

の発生を予見でき，その予見に基づいて結果の発生を回避で

きたはずであるが，意識の集中を欠いたために結果を予見せ

ず，結果を回避できなかった」ならば，過失責任が問われる．

しかし，過失を巡っては，「不注意で結果を予見しなかった

ことに過失の本質がある」とする旧過失論，「結果の予見可能

性があったとしても結果回避義務を果たしている限りは過失

犯が成立しない」とする新過失論，具体的な結果の予見可能

性は要求せず，「何かよくないことが起こるかもしれないと

いった漠然とした危惧感があるなかで，その危惧感を払拭す

る結果回避措置をとらなかったなら過失犯が成立する」と考

える新・新過失論など，視点を異にする学説があって相互に

対立が見られる．

一方，ヒューマンマシンシステムの分野では，事故を未然

防止できなかった理由を，「状況認識が適切でなかった点」に

求めることがある．状況認識に三つのレベルが定義できるこ

とは，既に述べたとおりである． 

制御対象となるシステム（例えば，交通移動体）の複雑化・

高速化は，状況認識に許される時間を短くしているだけでな

い．自動化システムの高機能化・高度自律化は，異常の知覚

（レベル1の状況認識）を難しくするだけでなく，異常原因の

特定（レベル2の状況認識）も困難なものにしている．このこ

とは，必然的に，レベル3の状況認識の獲得を難しくしている．

すなわち，過失責任を問うための構成要件である「結果予見」

が，実は本質的に難しいものであることを示唆している．

人に対して過失責任を問うことは，時には必要かもしれな

人に

見える

もの

人には

見えない

もの

支援システムに
見えるもの

支援システムには
見えないもの
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図5　限りある能力の組合せ
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い．しかし，現在のシステムの複雑さを考えたとき，安易に

過失を問うことは適切ではない．

人が過失責任を問われかねないような状況に追い込まれた

とき，その状況から救うことができるような自動化システム

の実現は考えられないだろうか．
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